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(2) 将来障がい者数

将来の障がい者数について、平成２３年１２月３１日現在の障がい種別・性別・年齢別障が

い者データに基づく出現率により推計してみると、現在の２３６人とほぼ同じの２３４人程度

となることが見込まれます。
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※障がい者数の予測結果について

◇予測結果について障がい種別にみると、高齢者を主体とする身体障がい者は人口

構造の高齢化による影響で、人口減少化の中でも現状程度の数が見込まれます。

◇一方、知的障がい者及び精神障がい者については、身体障がい者に比べ比較的若

い世代を主体としているため、出現率による予測結果としては緩やかな減少が予

測されます。

◇しかし、特に精神障がい者については、今後、施策的にも福祉環境的にもノーマ

ライゼーション等の福祉意識の向上を図ることで、精神障害者保健福祉手帳等を

所持することに対する偏見・スティグマが低減・解消され、把握可能なデータと

して顕在者が増加していくことは十分に考えられます。

※「ｽﾃｨｸﾞﾏ」～個人に非常な不名誉や屈辱を引き起こすもの。
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１ 指定障がい福祉サービスの必要量の見込み

指定障がい福祉サービスの必要量については次のように見込みます。

① 訪問系サービス （（（（表示単位表示単位表示単位表示単位：：：：月間月間月間月間））））

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度 平成平成平成平成25252525年度年度年度年度 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度

実績 実績 見込 計画計画計画計画 計画計画計画計画 計画計画計画計画

10時間分 43時間分 65時間分 65656565時間分時間分時間分時間分 65656565時間分時間分時間分時間分 65656565時間分時間分時間分時間分

（実人員1名） （実人員2名） （実人員4名） （（（（計画人員計画人員計画人員計画人員4444名名名名）））） （（（（計画人員計画人員計画人員計画人員4444名名名名）））） （（（（計画人員計画人員計画人員計画人員4444名名名名））））

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度 平成平成平成平成25252525年度年度年度年度 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度

実績 実績 見込 計画計画計画計画 計画計画計画計画 計画計画計画計画

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度 平成平成平成平成25252525年度年度年度年度 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度

実績 実績 見込 計画計画計画計画 計画計画計画計画 計画計画計画計画

● 同行援護

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度 平成平成平成平成25252525年度年度年度年度 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度

実績 実績 見込 計画計画計画計画 計画計画計画計画 計画計画計画計画

0時間分 10101010時間分時間分時間分時間分 10101010時間分時間分時間分時間分 10101010時間分時間分時間分時間分

（見込人員0名） （（（（計画人員計画人員計画人員計画人員1111名名名名）））） （（（（計画人員計画人員計画人員計画人員1111名名名名）））） （（（（計画人員計画人員計画人員計画人員1111名名名名））））

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度 平成平成平成平成25252525年度年度年度年度 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度

実績 実績 見込 計画計画計画計画 計画計画計画計画 計画計画計画計画

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等の外出時において、その障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供す

るとともに、移動の支援などを行います。

サービス名

0時間分 0000時間分時間分時間分時間分0時間分 0時間分
重度障がい者等

包括支援

サービス名

● 重度訪問介護

● 居宅介護

居宅おける入浴、排泄、食事の介護、調理、洗濯などを行います。

サービス名

居宅介護

サービス名

● 重度障がい者包括支援

重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障がい者居宅介護などの障がい福祉サービ

スを包括的に提供します。

0000時間分時間分時間分時間分

0時間分

※ 平成23年10月施行のサービスです

同行援護

行動援護 0時間分 0時間分

● 行動援護

知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要するに者に介助や外出時の移動の

支援などを提供します。

0000時間分時間分時間分時間分

0000時間分時間分時間分時間分 0000時間分時間分時間分時間分 0000時間分時間分時間分時間分

0000時間分時間分時間分時間分

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障がい者に入浴や排せつ、食事などの介護、外出時の移動の支援を総合的に行いま

す。

0000時間分時間分時間分時間分

0000時間分時間分時間分時間分

0時間分

サービス名

重度訪問介護 0時間分 0時間分

第３章 指定障害福祉サービス
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第４ 期障がい福祉計画  
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１  計画策定の趣旨 

 

本町では「第４次壮瞥町まちづくり総合計画」の基本構想の中で「健やかな暮らしのまちづ

くり」を４つの柱のひとつとして掲げ、障がい者の福祉の向上を目指した施策を進めています。 

 その中で、平成１８年から平成２０年を第１期、平成２１年から平成２３年を第２期、平成

２４年から平成２６年を第３期とする「障がい福祉計画」を策定し、障がい者の自立や地域で

の生活を支援する福祉サービスを展開してきました。 

第３期障がい福祉計画が平成２６年度で終了することに伴い、第３期計画の実績を踏まえた 

第４期計画を策定します。 

 

２  計画の性格・位置づけ 

 

(1) 「障がい者計画」・「障がい福祉計画」 

 

「障がい者計画」は、「障害者基本法」に基づく市町村計画で、障がい者のための施策に

関する基本的な事項について定めるものです。 

「障がい福祉計画」は、「障害者総合支援法」に基づく市町村計画で、同法で定める障が

い福祉サービス等の必要量や確保の方策等について定めるものです。 

「障がい者計画」は、本町における障がい者関連個別計画の最上位計画として位置づけら

れる計画であり、「障がい福祉計画」を内包するものとして、両計画を一体的に策定しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障がい者計画 障がい福祉計画 

根 拠 法 障害者基本法 障害者総合支援法 

 

 計画期間 

 

 

       中長期 

 

３年間 

※但し、第４期計画の計画期間は平成2

9年度まで 

計画内容 

 

障がい者のための施策に関する基本的

事項を定める 

障がい福祉サービス等の必要量や確保

に関して定める 

第１ 章 計画策定の概要 

障がい者計画 

障がい福祉計画 
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３  計画期間 

 

市町村障がい福祉計画は、国の基本方針により、３年毎の計画策定が定められています。 

本計画の期間は、現在推進中である第３期障がい者計画との整合性と調和を図りつつ、平

成２７年度から平成２９年度までの３年間とします。    

24年 25年 26年 27年 28年 29年

障がい者計画

障がい福祉計画 第4期計画

平　　　成

第２期計画

第３期計画
 

 

４  計画管理等の体制としく み 

 

(1) 「壮瞥町障がい者地域自立支援協議会」による計画管理 

 

町では「壮瞥町障がい者地域自立支援協議会」により、本計画の進捗状況の点検・評価等

を行います。 

協議会では、毎年の計画の進捗状況を評価するなど、壮瞥町における障がい者福祉施策の

計画的推進並びに、地域の障がい福祉に関するシステムづくりについて、協議等を行って

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 国・道及び近隣市町との連携 

 

計画の推進にあたっては、国及び北海道の動向を踏まえた適切な施策展開を図ります。 

また、事業者や障がい団体、ボランティア団体の多くが広域的な支援体制を構築している

ことから、福祉サービスの基盤整備、相談支援等、広域的な対応が望まれる施策にあって

は、胆振圏域を基本とした、近隣市町との広域的な連携・協力のもと実施していきます。 

［所掌事務］ 

◇障がい者福祉施策に係る計画策定に関する協議 

◇障がい者福祉サービス提供体制に関する協議、調整 

◇相談支援事業者の運営評価等 

◇困難事例への対応のあり方に関する協議、調整 

◇地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議 

◇地域の社会資源の開発、改善 

◇市町村相談支援機能強化事業等の活用に関する協議 

◇障がい者計画等の策定及び実施状況の確認等 

◇その他地域の障害者福祉施策を推進するために必要な事項 
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 (3) 関係機関における連携 

 

      障がい福祉施策は、保健・医療・福祉・教育・労働・生活環境など様々な分野が連携し

ていきます。そのため、幅広い分野における関係部局との連携を強化し、一人ひとりの障が

いの特性やライフステージに応じた総合的かつ継続的な支援を推進します。 

 

  (4) 共助による地域支援の推進 

 

 障がいのある方が地域で安心して暮らしていける環境づくりを進めていくためには、行

政だけでなく、社会福祉協議会や民生委員児童委員、ボランティア団体等により支援や協

力が重要です。障がいのある一人ひとりのニーズにあったサービスの提供を行うため、ボ

ランティア団体の育成に努めながら、行政・当事者団体・ボランティア団体・関係機関等

がそれぞれの役割を果たし、相互に連携しながら施策を推進していきます。 

 

(5) 計画の分析・評価（PDCAサイクルの実施） 

 

計画の各段階において、施策の進歩状況を確認し、自立支援協議会等各種検討機関におい

て、その実効性の確認及び分析・評価を行い、必要があると認めれるときは、計画を変更

することその他の必要な措置をとります。  



- 4 - 

 

１  障がい者施策のビジョン  

 

(1) 基本理念 

 

障がいのある人もない人も社会・経済・文化等の幅広い分野にわたってともに活動するこ

とが本来のあり方であるという「ノーマライゼーション」の考え方、また、障がいのある

人もない人も同じように暮らし、ライフステージのすべての段階においてその人が持って

いる能力を最大限に発揮し、その自立と社会参加の促進を目指す「リハビリテーション」

の考え方、こうした２つの考え方を本計画の基本理念とします。 

 

(2) 将来ビジョン  

 

基本理念を踏まえ、本町では次のような障がい者施策の将来ビジョンを掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 章 障がい者施策の考え方 

 

 
ノーマライゼーション 

 
リハビリテーション 

  
 将来ビジョン 

 

※「ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ」～障がいのある人もない人も一緒に助け合いながら暮らしていくのが正常な社会のあり方で

あるとする考え方。 

※「ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ」～身体に障がいを受けた方などが、再び社会生活に復帰するための総合的な治療的訓練。 

※「将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ」～将来の構想や展望。 

基本構想 
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２  基本方針 

 

将来ビジョンの実現に向け、次のような基本的方針に基づき、障がい者施策の展開を図っ

ていきます。 

 

 

 

障がい者の自立は、 

 ・障がい者自らが進んでその障がいを克服すること 

 ・持っている能力を最大限に発揮すること 

 ・社会を構成する一員として主体的に自らの生活を確立すること 

 ・積極的に社会参加をしていくこと 

等の過程を通して実現されるものです。 

そこで、障がい者が主体性や自立性を確立していくためには、障がい者の人間としての尊

厳や権利が尊重されるとともに、自立や社会参加等を通した自己実現を達成するための

様々な支援や条件整備を総合的に推進する必要があります。 

障がいや障がい者に対する理解と認識を深め、その障がいを克服する過程を支援し、障が

いがあることによって感じる様々なバリア（障壁）を取り除いていくことがとても重要で

あると考えます。 

 

 

 

高齢化がますます進行する中で、障がい者自身の高齢化だけではなく、その介護者の高齢

化といった問題も深刻化してきています。 

こうした障がい者・介護者の高齢化への対応という視点から、高齢者福祉施策等と連携し

た支援を推進していきます。 

 

 

 

これからの地域社会においては、それを構成するすべての住民が互いに協力し支え合うこ

とによる地域福祉システムの確立が不可欠です。 

こうした視点から、住民と行政との協働により、地域に住むすべての人（障がいのある人

もない人も）が住みやすく、暮らしやすい社会を築いていくことが重要です。 

そのために、障がい者を取り巻く物理的障壁・制度的障壁・情報面の障壁・意識上の障壁

を取り除き、障がい者が、例えば気まずい思いをすることなく自由に社会活動に参加でき

るような、バリアフリーのまちづくりを推進するとともに、すべての住民が障がい・障が

い者を理解し、地域福祉等のまちづくりに主体的に取り組むことができるような、協働の

まちづくりを推進します。 

 

● 障がい者の主体性・自立性の確立 

● 障がい者・介護者の高齢化への対応 

● 協働によるすべての人のためのまちづくり 

※「ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ」～障がいのある人や高齢者の生活に不便な障がいを取り除こうという考え方。 
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３  平成２ ９ 年度における数値目標 

 

障がいのある人の自立を支援する観点から、「地域生活移行」や「就労支援」といった新た

な課題に対応する計画となるよう、町としてそれらの課題について平成２９年度の数値目標を

設定し、必要なサービス量を見込むこととしています。 

 

   基本目標［障がい福祉計画］ 

（１）福祉施設入所者の地域生活への移行
数　　値

14人

1人

1人

（２）福祉施設から一般就労への移行目標
　① 一般就労移行者数

数　　値

0人

1人

　② 就労移行支援事業所利用者数
数　　値

4人

6人

（３）地域生活支援拠点等の整備

項　　　目 指標（国指針）

入所者数（人） 　平成２６年３月３１日の施設入所者数。

目標年度（H26年度）の地域生活
移行者数（人）

　平成２６年３月３１日の施設入所者数のうち、平成２９年度末において１２％以上の者が、
施設入所からグループホーム等の地域生活へ移行することを基本として、地域の実情を
踏まえて設定しています。

　国の指針では平成２９年度までに各市町村または各圏域に少なくとも一つの地域生活支援拠点を整備することとされています。
　地域生活支援拠点はグループホームなどを利用した居住支援機能と、相談支援・地域の体制づくりなどの役割を担う地域支援機
能を持つもので、地域における複数の期間が役割を分担する面的整備も認められています。
　また、単独市町村での整備のみではなく、複数市町村による広域整備も可能とされていますので、整備に向けて近隣市町と協
議を行います。

目標年度の（H26年度）の減少見込数（人）
　平成２９年度末の施設入所者数が、平成２６年３月３１日の施設入所者から４％以上減
少することを基本として、地域の実情を踏まえて設定しています。

項　　　目 指標（国指針）

平成２４年度の一般就労移行者数（人） 　平成２４年度において福祉施設を退所し、一般就労した者の数。

　平成２４年度の一般就労への移行実績の２倍以上とすることを基本として、これまでの
実績及び地域の実情を踏まえて設定しています。

平成２５年度の就労移行支援事業
所利用者数（人）

　平成２６年３月の就労移行支援事業所利用者数。

平成２９年度の就労移行支援事業
所利用者数（人）

　平成２９年度末の就労移行支援事業所利用者数が、平成２５年度利用者数から６割以
上（※仮設定）増加することを基本として、地域の実情を踏まえて設定しています。

目標年度（H29年度）の年間一般就労
移行者数（人）

項　　　目 指標（国指針）
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１  指定障がい福祉サービス等の体系 

 

 「障がい福祉計画」では以下の指定障がい福祉サービス等について、平成２９度までの各年度にお

ける必要な量の見込、また必要量の確保の方策を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 章 指定障がい福祉サービス等 

３ 居住系サービス

共同生活援助（グループホーム）

施設入所支援

２ 日中活動系サービス

療養介護

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

宿泊型自立訓練

就労移行支援

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

短期入所（福祉型・医療型）

１ 訪問系サービス

居宅介護（ホームヘルプ）

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

４ 相談支援

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

５ 障がい児通所支援

児童発達支援

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

６ 障がい児相談支援

障害児相談支援

障

が

い

者

・

児
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２  指定障がい福祉サービス等の必要量の見込み 

 

指定障がい福祉サービス等の必要量については次のように見込みます。 

 

 

 

 

 

 

① 訪問系サービス （表示単位：月間）

● 同行援護

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

4時間分 7時間分 13時間分 21時間分 31時間分 31時間分

（実人員3名） （実人員3名） （実人員5名） （計画人員4名） （計画人員5名） （計画人員5名）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

● 生活介護

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

294人日分 312人日分 319人日分 330人日分 330人日分 330人日分

（実人員16名） （実人員15名） （実人員15名） （計画人員15名） （計画人員15名） （計画人員15名）

● 療養介護

病院等への長期の入院による医療的なケアや、常時の介護を必要とする障がい者に、機能訓練、療養上の管理、看護、医学
管理の下における介護及び日常生活状の支援を提供します。

サービス名

療養介護 0人日分

生活介護

② 日中活動系サービス

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護が必要な障がい者に、日中、入浴、排泄、食事の介護、創作
的活動、生産活動の機会を提供します。

サービス名

0人日分 0人日分 0人日分 0人日分0人日分

● 居宅介護

居宅おける入浴、排泄、食事の介護、調理、洗濯などを行います。

サービス名

居宅介護
重度訪問介護
行動援護
同行援護
重度障害者等
包括支援

● 重度障がい者包括支援

重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障がい者居宅介護などの障がい福祉サービ
スを包括的に提供します。

● 重度訪問介護

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障がい者に入浴や排せつ、食事などの介護、外出時の移動の支援を総合的に行いま
す。

● 行動援護

知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要する者に介助や外出時の
移動の支援などを提供します。

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等の外出時において、その障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供す
るとともに、移動の支援などを行います。



- 9 - 

 

 

 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

0人日分 0人日分 0人日分 0人日分 0人日分 0人日分

（実人員0名） （実人員0名） （実人員0名） （計画人員0名） （計画人員0名） （計画人員0名）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

0人日分 8人日分 56人日分 60人日分 30人日分 30人日分

（実人員0名） （実人員1名） （実人員2名） （計画人員2名） （計画人員1名） （計画人員1名）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

62人日分 77人日分 72日分 132人日分 132人日分 132人日分

（実人員5名） （実人員7名） （実人員6名） （計画人員6名） （計画人員6名） （計画人員6名）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

185人日分 246人日分 318人日分 484人日分 506人日分 550人日分

（実人員12名） （実人員17名） （実人員18名） （計画人員22名） （計画人員23名） （計画人員25名）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

22人日分 31人日分 80人日分 132人日分 198人日分 220人日分

（実人員2名） （実人員3名） （実人員5名） （計画人員6名） （計画人員9名） （計画人員10名）

宿泊型自立訓練

● 自立訓練（機能訓練）

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障がい者に、理学療法や作業療法等の身体
的リハビリテーション、日常生活に係る訓練等の支援を実施します。

サービス名

自立訓練
（機能訓練）

0人日分 0人日分 0人日分 0人日分 0人日分 0人日分

● 自立訓練（生活訓練）

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等の必要がある知的障がい者・精神障がい者に、社会的リハビリテーションや
サービス提供機関との連絡調整を行う等の支援を実施します。

サービス名

自立訓練
（生活訓練）

● 宿泊型自立訓練

居室その他の設備を利用させ、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談支援等を提供します。

サービス名

● 就労移行支援

一般就労等を希望し、一定期間にわたって知識・能力の向上や企業等とのマッチングを図ることにより就労等の見込まれる
障がい者に対し、就労に必要な知識・能力向上のための訓練を一定期間実施します。

サービス名

就労移行支援

● 就労継続支援（A型=雇用型）

就労移行支援事業等を利用したが一般企業の雇用に結びつかない障がい者や就労経験のある障がい者等に、就労機会の提供
を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図り、事業所内において、雇用契約に基づいて就労の機会を提供したり、
一般就労に必要な知識・能力が高まった者は、一般就労への移行に向けて支援します。

サービス名

就労継続支援
（A型）

● 就労継続支援（B型=非雇用型）

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない障がい者や、一定年齢に達している障がい者等に、事業
所内において、就労の機会や生産活動の機会を提供（雇用契約は結ばない）したり、工賃の支払い目標水準を設定し、額の
アップを図り、知識・能力が高まった者について、就労への移行に向けて支援します。

サービス名

就労継続支援
（B型）
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平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

０人日分 0人日分 0人日分 10人日分 10人日分 10人日分

（実人員０名） （実人員0名） （実人員0名） （実人員1名） （実人員1名） （実人員1名）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

０人日分 0人日分 0人日分 0人日分 0人日分 0人日分

（実人員０名） （実人員0名） （実人員0名） （実人員0名） （実人員0名） （実人員0名）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

施設入所者に、入浴や排せつ、食事の介護などを提供します。

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

住居の確保その他地域生活に移行するための活動に関する相談支援を行います。

2人　分 2人　分地域定着支援 0人　分 0人　分 0人　分 2人　分

2人　分 2人　分 2人　分

●地域定着支援

常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に対する相談や緊急訪問、緊急対応等の支援を行いま
す。

サービス名

55人　分 58人　分

●地域移行支援

サービス名

地域移行支援 0人　分 0人　分 0人　分

サービス名

計画相談支援 0人　分 16人　分 38人　分 52人　分

● 短期入所(医療型）

自宅で介護する人が病気の場合などに、障がいのある人を施設で短期間、入浴、排せつ、食事の介護など日常生活上の支援を医療機
関等で行います。

④　相談支援
●計画相談支援

支給決定を行う際にサービス利用計画を作成するとともに、一定期間後において、サービスの利用状況の検証を行い、計画
の見直しを行います。

サービス名

短期入所
（医療型）

③ 居住系サービス

自宅で介護する人が病気の場合などに、障がいのある人を施設で短期間、入浴、排せつ、食事の介護など日常生活上の支援を障がい
者支援施設等で行います。

サービス名

短期入所
（福祉型）

● 短期入所(福祉型）

● 共同生活援助(グループホーム）

障がいを持つ方の共同生活の場で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を提供します。

サービス名

14人　分 14人　分 13人　分

12人　分 11人　分 13人　分 14人　分 14人　分 15人　分

● 施設入所支援

サービス名

施設入所支援 14人　分 14人　分 14人　分

共同生活援助
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未就学児の日常生活における基本的な動作の指導や機能訓練、集団生活への適応訓練等を行います。

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

10人日分 10人日分 9人日分 35人日分 35人日分 35人日分

（実人員8名） （実人員6名） （実人員6名） （実人員7名） （実人員7名） （実人員7名）

日常生活における基本的な動作の指導や機能訓練、集団生活への適応訓練等の支援・治療を行います。

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

就学児の日常生活における基本的な動作の指導や機能訓練、集団生活への適応訓練等を行います。

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

2人日分 1人日分 2人日分 5人日分 5人日分 5人日分

（実人員1名） （実人員1名） （実人員2名） （実人員1名） （実人員1名） （実人員1名）

保育所等での集団生活への適応のために、専門的な支援を行います。

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 実績 見込 計画 計画 計画

⑤　障がい児通所支援
●児童発達支援

0人　分 0人　分

サービス名

児童発達支援

●放課後等デイサービス

サービス名

放課後等
デイサービス

●医療型児童発達支援

サービス名

医療型
児童発達支援

0人　分 0人　分 0人　分 0人　分

障がい児に対して支給決定を行う際にサービス利用計画を作成するとともに、一定期間後において、サービスの利用状況の
検証を行い、計画の見直しを行います。

●保育所等訪問支援

サービス名

保育所等
訪問支援

0人　分 0人　分 0人　分 0人　分 0人　分 0人　分

⑥　障がい児相談支援

サービス名

障がい児
相談支援

0人　分 0人　分 5人　分 8人　分 8人　分 8人　分
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 ３  指定障がい福祉サービス等の必要量確保の方策 

 

◇指定障がい福祉サービス等の必要量の確保については、利用者自らが事業者を選択できる

ような体制を整備することを基本に、指定障がい福祉サービス等を行う事業者の参入促

進等に努めていきます。 

 

(1) 訪問系サービス 
◇福祉施設からの地域移行により、障がい者が単身で生活を始める例がこれまで以上に増え、

居宅介護の需要も増えることが予想されます。 

 退所後の生活が円滑にできるように、事業者の参入を促進し、必要量の確保に努めていき

ます。 

(2) 日中活動系サービス 
◇就労支援事業所が集まっており、就労支援事業の利用者の増加が見込まれます。 

 適切なサービス利用のために、就労支援事業所との情報共有等の連携を図ります。 

 

(3) 居住系サービス 
◇福祉施設から地域生活への移行並びに居宅からグループホームへの移行が見込まれるため、

民間活力を利用したグループホームの設置を促進します。 

     ◇町営住宅のサテライト型グループホームとしての利用を検討していきます。 

 

(4) 相談支援 

  ◇計画相談支援については町内事業所が特定相談支援事業所の指定を受けています。 
◇地域移行の促進により、福祉施設からの地域移行を支援する地域移行支援や、常時の相談

連絡体制を提供する地域定着支援の需用の増加が見込まれます。 

 近隣に地域移行支援や地域定着支援を提供する事業所がないため、事業所の確保について

検討していきます。 

 

(5) 障がい児通所支援 
◇町内に障がい児通所支援を提供する事業所がないため、伊達市の事業所に対して伊達市、

洞爺湖町、豊浦町、壮瞥町で事業費を按分する補助事業を行っています。 

 今後も近隣市町と共同し、必要量の確保に努めていきます。 

 

(6) 障がい児相談支援 
◇町内事業所が障がい児相談支援事業所の指定を受けています。 
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１  地域生活支援事業の実施に関する考え方 

 

本町に住む障がい者がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活・社会生活を営む

ことができるよう、障害者総合支援法に基づき、指定障がい福祉サービスを補完する事業

として「壮瞥町地域生活支援事業」を実施します。 

 

「壮瞥町地域生活支援事業」は、法令による必須事業及び独自事業により構成されます。 

 

【必須事業】 

  ・理解促進研修・啓発事業 

  ・自発的活動支援事業 

  ・相談支援事業 

  ・成年後見制度利用支援事業 

  ・成年後見制度法人後見支援事業 

  ・意志疎通支援事業 

  ・日常生活用具給付等事業 

  ・手話奉仕員養成研修事業 

  ・移動支援事業 

  ・地域活動支援センター機能強化事業 

 

【任意事業】 

  ・日中一時支援事業 

 

 

 

 

 

 

地域生活支援事業は、指定障がい福祉サービスとともに障がい者等の自立と社会参加を支

援するための両輪となっていくものです。今後も、町では多様化するニーズ等を踏まえ、

必要なサービスの把握・検討に努めます。 

 

 

 

 

 

第４ 章 地域生活支援事業 

○障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及

び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする事業

です。 
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２  地域生活支援事業の必要量の見込み 

  地域生活支援事業の必要量については次のように見込みます。 

 

平成27年度
計画

実施

障がいのある人が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」をなくすため、障がいに対する理解を深め
る研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを行います。
平成25年度から新しく地域生活支援事業に組み込まれた事業です。

理解促進研修・啓発事業 未実施 未実施 未実施 実施

平成28年度
計画

サービス名
平成24年度

実績

サービス名
平成24年度

実績
平成25年度

実績
平成26年度

見込

● 住宅入居等支援事業（居住サポート事業）

平成28年度
計画

実施

平成29年度
計画

平成27年度
計画

平成26年度
見込

1か所1か所

保証人がいない等の理由により入居が困難な障がい者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主
等への相談・助言を通じて障がい者の地域生活を支援します。

1か所1か所

実施

● 障がい者相談支援事業

平成29年度
計画

障がい者相談支援事業

④　成年後見制度利用支援事業

未実施 未実施

1か所

平成25年度
実績

1か所

サービス名

②　自発的活動支援事業
障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者、その家族、地域住民等による
自発的な取組（ピアサポート・ボランティア活動等）を支援します。
平成25年度から新しく地域生活支援事業に組み込まれた事業です。

サービス名
平成24年度

実績
平成25年度

実績
平成26年度

見込
平成27年度

計画
平成28年度

計画
平成29年度

計画

● 基幹相談支援センター等機能強化事業

一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、相談支援事業者等に対する
専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行に向けた取組等を通じて相談支援機能の強化を図
ります。

自発的活動支援事業 未実施 未実施 未実施

③　相談支援事業

実施

障がい者等からの相談に応じて必要な情報の提供や助言、障がい福祉サービスの利用に関する援助、調整などの支援
を行うとともに、虐待の防止及び早期発見のための関係機関との調整、障がい者等の権利擁護のために必要な相談支
援を行います。

平成24年度
実績

住宅入居等支援事業 未実施 未実施 未実施 未実施

基幹相談支援センター等
機能強化事業

未実施 未実施 未実施

未実施 実施

平成25年度
実績

平成26年度
見込

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

1人 1人

サービス名
平成24年度

実績
平成25年度

実績
平成26年度

見込
平成27年度

計画
平成28年度

計画

平成26年度
見込

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成29年度
計画

成年後見制度利用支援事業 ０人 ０人 ０人 1人

未実施 未実施 未実施 未実施

⑤　成年後見制度法人後見支援事業

成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体に対する研修、安定的な実施のための組織体制の構
築、専門職による支援体制の構築などを行います。
平成25年度から新しく地域生活支援事業に組み込まれた事業です。

サービス名
平成24年度

実績
平成25年度

実績

実施
　 　　成年後見制度
　 　　法人後見支援事業

①　理解促進研修・啓発事業

判断能力が不十分と認められる障がい者の権利擁護を図るため、成年後見制度の利用に係る支援を行います。
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⑦ 日常生活用具給付等事業

98件 104件 104件 110件 110件 110件
（9名） （9名） （9名） （10名） （10名） （10名）

⑨　移動支援事業
民間事業者によるサービス提供が円滑に行われるよう、支援します。

⑪ 日中一時支援事業

平成25年度
実績

平成26年度
見込

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

⑧　手話奉仕員養成研修事業

聴覚障がいのある方との交流活動の促進、市区町村の広報活動などの支援者として手話奉仕員の養成研修を
行います。

サービス名

サービス名

0人 0人 0人 0人 0人

障がい者等を通わせ、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などの便宜を供与する事業
を実施し、障がい者等の地域生活を支援します。

・基礎的事業

　　利用者に対して、創作的活動や生産活動の機会の提供などの基礎的な支援を行います。

・機能強化事業

平成24年度
実績

0人

0人

0人

手話通訳者等を確保し、コミュニケーション支援事業の円滑なサービス提供に努めます。

移動支援事業

サービス名
平成24年度

実績

0人

平成29年度
計画

0人

0人手話通訳者設置事業 0人 0人 0人 0人

　　　手話通訳者要約筆記者
　　　派遣事業

0人 0人 0人 0人 0人

⑥　意志疎通支援事業

サービス名
平成24年度

実績
平成25年度

実績
平成26年度

見込
平成27年度

計画
平成28年度

計画
平成29年度

計画

日中、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者を対象に行う日中一時支援事業について、円滑なサービス提供
ができるよう、スペース等の確保に努めます。

2件

平成25年度
実績

0件

平成26年度
見込

平成29年度
計画

平成28年度
計画

0件

平成27年度
計画

0件0件 0件 0件

2件

0人

1か所

0時間

0人

1か所

平成24年度
実績

平成25年度
実績

1か所 1か所

サービス名

30人

1か所 1か所

1か所

平成29年度
計画

30人

1か所

平成27年度
計画

28人

③在宅療養等支援用具

④情報・意志疎通支援用具

⑤排せつ管理支援用具

0人0人0人

1件0件0件

手話奉仕員
養成研修事業

0件

3件

0時間

0件

平成25年度
実績

0件

0件

0時間 0時間

2件

0人

平成24年度
実績

平成26年度
見込

⑩　地域活動支援センター

2件

それぞれの障がいの特性により必要性を検討し、引き続き給付・貸与を実施します。

0件

①基礎的事業

1か所

3件

平成24年度
実績

0件⑥居宅生活動作補助用具 0件

1件

0件

0件 1件

サービス名

①介護訓練支援用具

②自立生活支援用具

日中一時支援事業

②機能強化事業（箇所数）

平成25年度
実績

0件

1か所

平成26年度
見込

0件

0件

30人

0時間

0人

平成27年度
計画

0件

1か所

平成26年度
見込

　　専門的職員を配置して、支援の充実を図ります。

28人25人

平成28年度
計画

1人 1人 1人

平成29年度
計画

平成28年度
計画

平成27年度
計画

0時間

平成28年度
計画

1か所
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３  地域生活支援事業の必要量確保の方策 

 

地域生活支援事業のサービス提供について、基本的な方策として、民間事業者の参入を促

すとともに、必要なサービスの量と質を確保し、利用者がそれぞれのサービスの選択を可

能にさせるため、第 4 期計画最終年度までに、未実施となっている必須事業の実施を目標

とし、状況に応じて計画の見直しを行います。 

 

(1) 理解促進研修・啓発事業 
● 自立支援協議会等で事業内容を協議し、啓発事業を行います。 

 

(2) 自発的活動支援事業 
● 町内の団体や事業所と連携し、地域住民等による自発的な取組を支援します。 

 

(3) 相談支援事業 
● 福祉・医療・保健等との緊密な連携による相談体制ネットワークを構築します。 

● 自立支援協議会による情報共有を活性化し、相談支援体制の充実を図ります。 

● 指定特定相談支援事業者への相談支援事業の一部委託を検討していきます。 

              

(4) 成年後見制度利用支援事業 

● 包括支援センター等と連携し、制度利用が必要な方や後見人候補者について情報共有に

努めます。 

   

(5) 成年後見制度法人後見支援事業 
● 近隣市町との共同での事業実施など、実施について検討していきます。 

 

(6) 日常生活用具給付事業 
● それぞれの障がいの特性により必要性を検討し、引き続き給付・貸与を実施します。 

 

(7) 地域活動支援センター事業 
● 地域の実情やニーズに対応できるよう、地域活動支援センターの基礎的事業（利用者に

対する創作的活動・生産活動の機会の提供など、地域の実情に応じた支援を行う事

業）に加え、こうした機能の強化を図っていきます。 

● 引きこもり等の、福祉の支援を受けていない方の利用につながるよう、関係者との情報

交換に努めます。 

 

(8) その他の独自事業 
● 日中、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者を対象に行う日中一時支援事業につい

て、円滑なサービス提供ができるよう、スペース等の確保に努めます。 

          

 



- 17 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  資  料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 

 

壮瞥町障がい者地域自立支援協議会委員名簿 

 

協議会役職       

 

               所    属 

 

氏  名 

 

会 長       

 

 NPO法人サポートセンターたつかーむ 代表 

 

 髙 野 律 雄 

 

副 会 長       

 

 医療法人社団倭会三恵病院医療福祉課医療相談室長 

 

  成 田 昭 仁 

 

 

 

 

 

委 員       

 

 

 

 

 

 

 

 

 身体障害者福祉協会壮瞥支部 理事 

 

  大 塚   久 

 

 壮瞥町地域活動支援センター・ノンノ センター長 

 

  島 袋   孝 

 

 NPO法人さらら壮瞥 サービス管理責任者 

 

  千 葉 嚴 也 

 

 壮瞥町民生委員協議会 民生委員児童委員 

 

  田 鍋 弘 子 

 

 NPO法人ふれんず 代表理事 

 

 伊 藤 直 行 

 

 相談室フロイデ 室長 

 

 

 千 葉 裕 子 

 

 

計 画 策 定 の 経 緯                   

 

年 月 日 経 緯 概 要   

  

  

  

  

  

  

平成26年11月20日 

 

◆第2回障がい者地域自立支援協議会 

 ・第3期計画の実績報告 

平成27年1月22日 

 

◆第3回障がい者地域自立支援協議会 

  ・素案説明 

平成27年2月16日 

 

◆第4回障がい者地域自立支援協議会 

  ・素案修正及び最終とりまとめ 
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